
 

 

千葉市監査委員告示第１３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    令和元年１０月３１日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同       森 山 和 博 

同       三 須 和 夫 

  



 

 

３１千総総第６６３号 

令和元年１０月２４日 

 

 千葉市監査委員 大 木 正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       森 山 和 博 

 同       三 須 和 夫 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２７年度監査報告第８号、平成２９年度監査報告第１０号、平成３０年度監査報告第

８号及び第１１号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（行政監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）額の確定に係る審査を確実に行うべき

もの 

ア 補助金の効果を具体的に確認し、額

の確定審査をすべきもの（市民局） 

補助金等交付規則第１３条による

と、補助金等の額を確定するに当たり、

市長は、実績報告に係る補助事業等の

成果が補助金等の交付決定の内容に適

合するものであるかを調査するとされ

ている。また、「補助金の執行事務の適

正化について」（財政部長通知）による

と、「補助事業等の効果」に係る書類に

ついては、省略することなく、確定通知

前に補助金の効果を具体的に確認し、

審査できるような具体的な数値化を求

めることとされている。 

    しかしながら、千葉市防犯協会連合

会運営補助金においては、補助金実績

報告書に添付された事業実績報告書に

ついて、具体的な効果の記載が確認で

きなかった。 

    補助金の額の確定審査については、

規則等に基づき補助金の効果を具体的

に確認されたい。 

 

 

 

 平成３０年度補助金の額の確定審査にお

いては、補助金の効果について、数値化した

データが記載された事業報告により、具体的

に確認している。 

 

 

 

 


